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東京労働局労働基準部安全課

建設業におけ る 労働災害防止について

『 ト ッ プが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・ 安心』

東京都都市整備局 市街地建築部
令和4年度 東京都建築工事の危害防止講習会
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全産業

小目標：建設業

死亡災害の目標と 災害発生状況人

第1 3 次労働災害防止計画の目標と 推進状況

労働災害の防止に当たっては、 行政や労働災害防止団体、 労働者を 雇用する 事業者、 作業を行
う 労働者だけではなく 、 仕事を 発注する 発注者や仕事によ っ て生み出さ れる 製品やサービ ス を利
用する 消費者等、 すべての関係者が、 「 労働災害は本来あっ てはなら ないも のである 」 と の認識
を共有し 、 安全や健康のために要する コ ス ト への理解を醸成し 、 それぞれの立場に応じ た責任あ
る 行動をと る 社会を 実現し ていかなければなら ない。

目指すべき 社会の実現に向け、 “ S a f e Work TOKYO” の下、

「 ト ッ プが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・ 安心」 をキャ ッ チフ レ ーズ
と し て、 すべての関係者が認識を共有し て取組を推進する こ と と する 。

計
画
の
ね
ら
い

○死亡災害： 2 0 1 7 年と 比較し て、 2 0 2 2 年ま でに1 5 ％以上減少さ せる 。
○死傷災害： 増加が著し い業種、 事故の型に着目し た対策を 講じ る こ と によ り 、 死傷者数を2 0 1 7 年と 比較し て、 2 0 2 2

年ま でに５ ％以上減少さ せる

基
本
目
標

第1 3 次防ロ ゴ マーク

・ 建設業における 死亡者数 2 0 1 7 年と 比較し て、 2 0 2 2 年ま でに1 5 ％以上減少さ せる 。小目標（ 建設業）

【 基本目標】

死亡災害: 2 0 2 1 年（ 令和３ 年） の死亡者数は、 7 7 人。

（ 1 3 次防目標: 5 6 人以下） →令和３ 年は未達成

死傷災害: 2021年（ 令和３ 年） の死傷災害は、 12,876人。

（ 13次防目標: 9345以下） →令和3 年は未達成

【 小目標】

建設業: 2 0 2 1 年（ 令和３ 年） の死亡者数は、 2 8 人。

（ 1 3 次防目標: 2 3 人以下） →令和３ 年は未達成

1 3 次防計画の４ 年目における 推進状況



東京労働局管内の労働災害の推移

休業４日以上死傷者数

死亡者数



資料出所: 労働者死傷病報告

東京局管内の死亡災害推移（ 平成24年～令和３ 年） ／業種別／墜落・ 転落

＊建設業の死亡者数は全業種の3割から 4割を占める 。 こ の内の約5割が墜落・ 転落災害である



東京局管内の休業4日以上の災害発生状況（ 業種別） /事故の型別物

＊都内の休業によ る 死傷者数において、 建設業は全業種の約１ ０ ％を 占めている 。 事故の型別でみる と 建設業は
墜落・ 転落によ る も のが多く 、 製造業ははさ ま れ、 運輸交通業は動作反動が多く 発生し ている 。
第三次産業は転倒によ る 災害が最も 多い。 ま た、 転倒によ る 災害は業種横断的に多く 発生し ている 。

資料出所: 労働者死傷病報告



資料出所: 労働者死傷病報告

建設業の労働災害を「 事故の型別」 と 「 起因物」 でみると ・ ・

＊平成3 0 年から 令和３ 年の労働災害を 「 事故の型別」 と 「 起因物」 でみる と 、 各年と も 「 はし ご等から の墜落・
転落」 が最も 多く 、 次いで「 足場から の墜落・ 転落」 である 。

平成3 0 年から 令和３ 年の「 事故の型別」 と 「 起因物」 の組合せの上位

・各年ともに事故の型別では「墜落・転落」が最も多い

※はし ご等と は、 はし ご 、 脚立、 踏み台など を いう 。



資料出所: 労働者死傷病報告

建設業の労働災害を 「 年齢別」 でみる と ・ ・

・ 平成30年から 令和３ 年と も 死傷者の年齢別の災害傾向は同じ ・ 40歳以上5 0歳未満の方が全体の22% を占め最も 多い
・ 5 0 歳以上の労働災害は全体の約4 0 % を 占める
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資料出所: 労働者死傷病報告

建設業の労働災害を 「 経験別」 でみる と ・ ・

・ 経験１ 年から ５ 年以内の経験者によ る 災害は全体の約2 2 ％を占め最も 多い
・ 経験５ 年以内の労働災害は全体の約4 1 ％を 占めている



令和４ 年における 建設業の労働災害発生状況
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資料出所: 労働者死傷病報告

• 令和４ 年の休業４ 日以上の死傷者数は全業種で20,623人、 こ のう ち建設業が1226人で全業種の6％。

⇒ 墜落・ 転落によ る も のが301人(25％） で最も 多く 、 次にはさ ま れ、 転倒と なっている 。

• 墜落・ 転落、 転倒によ る 被災者の災害程度は、 4週間を超え２ か月以内のも のが多い。

• 事故の型と 起因物の両方でみた場合、 はし ご等から の墜落・ 転落が最も 多く 、 次に足場から の墜落、 通

路での転倒と なっている 。 【 令和４ 年1 2 月末日現在】

令和４ 年の死傷災害発生状況（ 業種別・ 事故の型・ 休業日数・ 事故の型―起因物）

600 1226 1008 1490

5053

588

10658

2

25

4
1 0

3

16

0

5

10

15

20

25

30

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

業種別死亡、 休業４ 日以上の

災害発生状況

休業4日以上 死亡

1226

301
119 118 80

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

建設業休業4日以上の事故の型別災害



• 令和４ 年の建設業の死傷者数1226人について、 年齢別でみる と 50歳以上60歳未満が281人（ 23％） で最も 多

く 、 次に40歳以上50歳未満が250人（ 20％） 、 20歳以上30歳未満が231人（ 19％） 。

⇒ 全体の死傷者数のう ち、 50歳以上の者が515人と 42％を占める 。

• 事故の型別でみる と 、 50歳以上の者の災害で、 墜落・ 転落によ る も のが 26％を 占める 。

• 経験別でみる と 、 １ 年を超え５ 年以内の者が最も 多く 23％を 占める 。 【 令和４ 年1 2 月末日現在】
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資料出所: 労働者死傷病報告

令和４ 年の建設業死傷災害発生状況（ 年齢別/事故の型/経験別）
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建設業における 死亡災害事例１ （ 令和４ 年発生: 東京）

資料出所: 死亡災害報告

月日 業種

職種 事故の型
発生状況の概要年齢

起因物経験

1 １ 月
その他の
建設業

作業者・ 技能
者 墜落、 転落

ト ラ ッ ク の荷台から 機器を下ろす作業の際、 テールゲート リ フタ ーに
機器を載せて位置の調整をし ていたと こ ろ、 被災者が機器と と も にテー
ルゲート リ フ タ ーから 墜落し 被災者は機器の下敷き と なったも の。70歳代

ト ラ ッ ク20年以上30年
未満

2 １ 月
その他の
建設業

機械修理工 はさ ま れ、 巻
き 込ま れ

アス ファ ルト 合材を製造する プラ ント の定期メ ンテナンス を受託し た
業者の社長及び労働者１ 名が、 ミ キサー内で消耗し たミ キサーの羽根等
を交換し ていたと こ ろ、 作業を行っていた社長と 労働者がミ キサーに挟
ま れたも の。

20歳代
混合機、 粉砕

機
1年以上5年未

満

3 １ 月
建築工事

業

大工 墜落、 転落
マンショ ン建設現場１ 階において、 一人作業で型枠解体作業に従事し

ていた被災者が， 脚立の横で意識不明の状態で倒れていたも の。

70歳代

はし ご等30年以上

4 １ 月
建築工事

業

と び工 墜落、 転落
足場解体作業に伴い、 足場の10層目付近にて足場のメ ッ シュ シート を

外す作業を行っていたと こ ろ、 足場から 墜落し たも の。

30歳代

足場10年以上20年
未満

5 ２ 月
建築工事

業

土工 墜落、 転落
戸建住宅の建設工事における 地下室において、 壁面に取り 付けた下地

材の出幅調整作業を、 脚立を使用し て行っていたと こ ろ、 脚立の高さ 約
１ メ ート ルの段上から 転落し たも の。60歳代

はし ご等30年以上

6 ２ 月
土木工事

業

土工 火災
溶接場において、 ガス 溶接によ り アース ド リ ルの補強に用いる 鉄材を

溶断し よ う と し たと こ ろ、 ガス 溶接の炎が着衣に接触し 、 燃え広がった
こ と によ り 、 胸部以下の火傷を負ったも の。80歳代

ガス 溶接装置30年以上

東京労働局で12月末ま でに把握し た事例



建設業における 死亡災害事例２ （ 令和４ 年発生: 東京）

資料出所: 死亡災害報告

7 ２ 月
建築工事

業

解体工 墜落、 転落
解体工事現場において、 ２ 階屋上で養生シート を設置し ていたと こ ろ、

天窓を踏み抜き 墜落し たも の。

20歳代
屋根、 はり 、 も
や、 けた、 合掌

1年以上5年未
満

8 ３ 月
その他の
建設業

設備機械工 墜落、 転落
建物屋上の空調室外機の撤去作業中、 建物屋上を台車資材を移動中に

高さ １ ９ ｍから 墜落し たも の。

20歳代

作業床、 歩み板1年以上5年未
満

9 ３ 月
建築工事

業

と び工 墜落、 転落
地上４ 階建の共同住宅新築工事において、 躯体南側の抱き 足場の組立

て作業中であった二次下請の作業員が、 地上で倒れている 状態で発見さ
れ、 病院に搬送さ れたが死亡し たも の。 被災者は、 直前ま で高さ 約６ ．
８ メ ート ルの足場上で組立作業に従事し ていたこ と から 、 同所から 墜落
し たも のと 推定。

60歳代

足場30年以上

10 ３ 月
建築工事

業

と び工 墜落、 転落
工事用ラ ッ ク 式エレ ベータ ーのガイ ド レ ールの盛替え作業（ １ ０ 階か

ら １ １ 階） を行っていた被災者が、 搬器と と も に１ ０ 階から １ 階へ墜落
し たも の。40歳代

エレ ベータ 、 リ
フ ト

20年以上30年
未満

11 ５ 月
その他の
建設業

と び工 飛来、 落下
既存建物解体工事のエレ ベータ ー昇降路内において、 地下２ 階と 地下

１ 階の間の鉄骨上で足場組立て、 段取り のため、 地下２ 階に止めたエレ
ベータ ー搬器に取り 付けら れたワ イ ヤロ ープを外し たと こ ろ、 エレ ベー
タ ーが１ ｍ程落下し た。
その後、 昇降路頂部から ワ イ ヤロ ープと 部品が落下し 、 被災者を巻き 込
んだこ と で左腕を切断し たも の。

50歳代

エレ ベータ 、 リ
フ ト

20年以上30年
未満

12 ５ 月
建築工事

業

土工 激突さ れ
公共施設庁舎改築工事現場において、 被災者が現場内の掘削残土に混

入する ゴミ を手で取り 除く 作業を行っていたと こ ろ、 同残土の搬出作業
を行っていた別事業場の労働者が運転する ド ラ グショ ベルのバケッ ト に
接触し たも の。

60歳代
整地・ 運搬・ 積

込み用機械30年以上

東京労働局で12月末ま でに把握し た事例



建設業における 死亡災害事例３ （ 令和４ 年発生: 東京）

資料出所: 死亡災害報告

東京労働局で12月末ま でに把握し た事例

13 5月
その他の
建設業

設備機械工 交通事故
（ 道路）

汚泥処理プラ ント 設備工事の作業を終え、 ト ラ ッ ク に乗車し 所属事業
場に戻る 途中、 高速道路出口付近で、 ２ 車線の右出口側に渋滞で並んで
いたト レ ーラ ーに追突し 衝撃で道路へ投げ出さ れたも の。60歳代

ト ラ ッ ク1年以上5年未
満

14 ６ 月
その他の
建設業

電工 墜落、 転落
高さ 約３ メ ート ルの住宅の屋根に上り 、 ケーブルテレ ビ 用の引込み線

を束ねる 作業を行っていたと こ ろ、 地上に墜落し たも の。

70歳代
屋根、 はり 、 も
や、 けた、 合掌30年以上

15 ６ 月
建築工事

業

と び工 飛来、 落下
地上１ ０ 階建のビ ルを解体する 工事において、 西面外壁の窓に固定さ

れていた外部足場の壁つなぎを建物内側から 取り 外そう と し たと こ ろ、
西面外壁の一部が被災者側に崩落し 、 こ れと 窓の下部の外壁に胸部が挟
ま れたも の。

30歳代

建築物、 構築物10年以上20年
未満

16 ６ 月
土木工事

業

土木作業員 高温・ 低温の物
と の接触

３ ５ ℃を超える 猛暑日に事業場内でセメ ント 置場の片付け作業をし て
いたと こ ろ、 セメ ント 袋を持ち上げたがう ま く 持ち上がら ず手前に落と
し 、 その後前のめり に倒れ, 病院に搬送さ れたが熱中症によ り 死亡し たも
の。

40歳代

高温・ 低温環境20年以上30年
未満

17 7月
建築工事

業

れんが積工、
タ イ ル張工 墜落、 転落

地上２ 階建の共同住宅新築工事において、 躯体西側の足場上で外壁材
取り 付け作業を担当し ていた被災者が、 地上で倒れている 状態で発見さ
れ、 病院に搬送さ れたが死亡し たも の。 足場作業床（ 地上から １ 層ま た
は２ 層目） から 、 地上ま で約３ ～５ ｍ墜落し たも の。

60歳代

足場20年以上30年
未満

18 7月
建築工事

業

作業者・ 技能
者 崩壊、 倒壊

被災者はフ ォ ーク リ フト を運転し 、 型枠材を推定３ メ ート ルの高さ ま
で積み上げたのち、 フォ ーク リ フト の運転席から 離れ、 手作業によ り 当
該型枠材の位置を調整し ていたと こ ろ、 当該型枠材が倒壊し 、 下敷き と
なったも の。

50歳代

木材、 竹材1年未満



建設業における 死亡災害事例４ （ 令和４ 年発生: 東京）

資料出所: 死亡災害報告

東京労働局で12月末ま でに把握し た事例

19 8月
建築工事

業

作業者・ 技能
者

交通事故
（ 道路）

出張先の工事現場に向かう ため、 事業主（ 運転者） と 被災者（ 助手席
に同乗） が首都高速を走行し ていたと こ ろ、 前方を走行し ていたト ラ ッ
ク が右側の壁に激突し 、 横転し た。 被災者が同乗し ていた車両は横転し
たト ラ ッ ク に巻き 込ま れたも の。

40歳代

ト ラ ッ ク10年以上20年
未満

20 9月
その他の
建設業

と び工 墜落、 転落
荷揚げウ イ ンチ取付用架台（ く さ び式足場の部材で構成） の解体にお

いて、 被災者が高さ 約４ メ ート ルの単管パイ プに乗り 、 高さ 約６ メ ート
ルの水平材と 建地を固定する ク ラ ンプを外し ていたと こ ろ、 ク ラ ンプを
外し た反動で被災者が握る 建地パイ プが回転し たため、 バラ ンス を崩し
て墜落し たも の（ 推定） 。

30歳代 その他の仮設物、
建築物、 構築物

等

10年以上20年
未満

21 10月
その他の
建設業

建設業 墜落、 転落
電線移設作業を行っていた被災者が、 意識朦朧で建物１ 階の施錠さ れ

た正面玄関を開けよ う と し ている と こ ろを職員に発見さ れ、 病院に緊急
搬送さ れたが容体が悪化し 死亡し たも の。 脚立から 転落し たも のと 推定。60歳代

足場30年以上

22 11月
建築工事

業

作業者・ 技能
者 墜落、 転落

被災者はマンショ ン新築工事現場４ 階ベラ ンダで脚立を使用し て雨ど
いの接続作業を行っていたが、 足を踏み外し て約１ ０ メ ート ル下の地上
へ墜落し たも の。60歳代

はし ご等10年以上20年
未満

23 11月
建築工事

業

溶接工 墜落、 転落
鉄骨造ビ ルの新築工事において、 被災者が１ ４ 階部の柱付近に設けら

れたス テージ（ 床面から 作業床ま での高さ 約４ メ ート ル） に乗り 、 鉄骨
の補強材の溶接作業を行っていたと こ ろ、 ス テージから 墜落し 、 使用し
ていた要求性能墜落制止用器具によ って宙づり になり 、 死亡し たも の。

40歳代

足場20年以上30年
未満

24 12月
土木工事

業

その他の作業者 爆発
マンホール内（ 深さ 約２ ０ ｍ） で、 被災者２ 人がはし ごの交換のため

の作業をし ていたと こ ろ、 マンホール内に存在し た可燃性ガス に何ら か
の原因で着火し 、 マンホール内で爆発が起こ ったも の( ２ 名死亡) 。50歳代

30歳代
可燃性のガス

10年以上20年未満
1年以上5年未満



建設業におけ る 労働災害発生状況の特徴

１ 建設業における 労働災害は増加傾向

（ R4年は死亡災害、 休業災害が前年比で増加）

２ 「 墜落・ 転落」 が多く 約３ 割。

（ R4年の死亡災害では６ 割が「 墜落・ 転落」 、

休業災害では「 はし ご等」 から の墜落も 目立つ）

⇒ 墜落制止用器具の未使用など基本的な墜落・ 転落防止

対策の徹底」 が不十分

３ 高年齢労働者が占める 割合が年々増加（ 50歳以上が約４ 割で

あり 「 転倒」 や、 腰痛等の「 動作の反動・ 無理な動作」 が多い）

４ 単独作業における 不安全行動によ る 災害も 目立つ
⇒ 安全衛生教育によ る 意識の高揚を図る 必要がある



１ 労働者の安全確保のための対策
足場等から の墜落・ 転落防止対策

建設業における 死亡災害のう ち、 墜落・ 転落災害が４ 割以上占めている 。
事業者は引き 続き 、 墜落・ 転落災害防止に係る 労働安全衛生規則（ 昭和

47年労働省令第 32 号。 以下「 安衛則」 と いう 。 ） の遵守徹底を図る と と
も に、 足場から の墜落・ 転落災害を防止する ために「 足場から の墜落・ 転落
災害防止総合対策推進要綱」 （ 平成 24 年２ 月９ 日付け基安発 0209第２
号、 平成 27 年５ 月 20 日一部改正） に基づく 「 よ り 安全な措置」 等の措置
を適切に講じ る こ と 。

・ 足場から の墜落・ 転落によ る 労働災害の多く は、 労働安全衛生規則で定めら れている 墜落防止措
置が適切に実施さ れていない足場で発生し たも ので法定事項の遵守徹底が必要である こ と 。

・ 組立・ 解体時の最上層から の墜落防止措置と し て「 手すり 先行工法」 や通常作業時の墜落防止措
置と し て取り 組むこ と が望ま し い「 よ り 安全な措置」 等の設備的対策、 小規模な場合も 含めた足場
の組立図の作成、 足場点検の客観性・ 的確性の向上、 足場の組立て等作業主任者の能力向上や足場
で作業を行う 労働者の安全衛生意識の高揚など の管理面や教育面の対策を進めていく こ と が労働災
害防止上効果的である こ と 。

＊ こ れら を踏ま えて、 安衛則における 墜落防止 措置と 実施すべき 対策を
も って足場から の墜落転落災害の一層の防止を図る こ と と する 。

建 設 業 の 安 全 対 策



１ 労働者の安全確保のための対策
はし ご等から の墜落・ 転落防止対策

建設業における 墜落・ 転落災害によ る 死傷者数のう ち、 はし ご等から の
墜落・ 転落が最も 多く なっている 。 ｢リ ーフ レ ッ ト 「 はし ごを使う 前に／
脚立を使う 前に」 を活用し た墜落・ 転落災害防止の徹底について｣(令和３
年３ 月17日付け基安安発0317第２ 号)に基づく 措置を適切に講じ る こ と 。

墜落制止用器具の適切な使用
厚生労働省は、 事業者に対し て、 平成31年２ 月１ 日に施行さ れた墜落

制止用器具に係る 改正安衛則等について、 リ ーフ レ ッ ト 等を活用し て改正
内容の周知を図る と も に、 令和４ 年１ 月１ 日に経過措置期間が終了し た
「 墜落制止用器具の規格」 （ 平成3 1 年厚生労働省告示第1 1 号） に適合し
た墜落制止用器具の使用を徹底する 。

事業者は、 フ ルハーネス 型墜落制止用器具の使用について、 改正安衛則
を踏ま えた「 墜落制止用器具の安全な使用に関する ガイ ド ラ イ ン」 （ 平成
30年６ 月22日付け基発0622 第２ 号） に基づく 措置を適切に講じ る と と
も に、 「 墜落制止用器具の規格」 （ 平成3 1 年厚生労働省告示第1 1 号） に
適合し た墜落制止用器具の使用を徹底する 。

建 設 業 の 安 全 対 策
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「 墜落・ 転落」 ×「 はし ご等」 災害に対する対策（ 建設業）

建設業の墜落転落の内、 はし ご等から の墜落転落の死傷者数が毎年3割を 超えている !
はし ご等を使用する 前にチェ ッ ク をし てから 使用し ま し ょ う 。



安全帯が「 墜落制止用器具」 に！

● 「墜落制止用器具」として認められる器具は胴ベルト型とハーネス型の２つとなります。

● 墜落制止用器具は「 フ ルハーネス 型」 を 使用する こ と が原則です。

● 高さ が２ ｍ以上の箇所で作業床を 設ける こ と が困難なと こ ろでは、 墜落制止用器具のう

ちフ ルハーネス 型のも のを用いて行う 作業に係る 業務について、 「 安全衛生特別教育」 が

必要です。

フ ルハーネス 型の着用者が墜落時に地面に到達する おそれのある 場合( 高さ 6. 75ｍ以下) は｢胴ベルト
型」 の使用可。
※建設作業等一般的な使用条件では目安高さ 5ｍ以下と なる

胴ベルト 型を使用する こ と
が可能な高さ の目安である 6. 75
ｍの考え方

フルハーネス 型安全帯の自由
落下距離の最大値( 4ｍ) と
ショ ッ ク アブソ ーバの伸びの最
大値（ 1. 75ｍ） の合計値に1ｍ
を加えた値と し て6. 75ｍと し て
いる 。

建設作業等において胴ベルト
型を使用可能な高さ の目安

建設作業等における フ ルハー
ネス 型の一般的な使用条件を想
定する と 、 目安高さ は５ ｍ以下
と すべき と し ている 。

特別教育の実施状況を元方事業者に確認



労働災害発生の要因と し て建設現場の安全衛生担当者に確認し た!

令和３ 年は災害が前年に比べ増加し たこ と によ り 、 ど こ に問題がある か、 災害の要因について、 現場の
安全衛生担当が実感する こ と を 1 3 の項目を用意し 意見と し て複数を挙げても ら った。

確認し た時期は６ 月の「 S a fe  Wo rk TOKYO建設死亡災害緊急対策」 に行った7 8 5 現場に対し 、 1 2 月
「 年末年始S a fe  Wo rk推進強調期間」 の5 4 4 現場に対し て、 いずれも 集中的現場指導の際に行ったも の
である 。

現場の安全衛生担当者が労働災害の発生の要因と し て実感する 項目で２ 回にわたり 確認し たと こ ろでは、
６ 月時に最も 多かっ たのは「 危険意識の低下」 で約3 4 ％を占め、 次いで「 作業の慣れ」 が約3 3 ％、 「 高
年齢労働者」 と なっ ている 。 1 2 月時では、 「 作業の慣れ」 が約4 5 ％、 「 危険意識の低下」 約3 7 ％で次に
「 高年齢者」 と なっ ており 、 いずれも こ の3 つが災害発生要因と し 実感し ている こ と を確認し た。



労働災害発生の要因と し て建設現場の安全衛生担当者に確認し た!

労働災害発生の要因と し て挙がった「 作業
の慣れ」 「 危険意識の低下」 について集中的
現場指導の1 2 月には、 ２ つの考えら れる 背景
について確認し た。
● 「 作業の慣れ」 で６ 項目のう ち最も 多

かっ たのは、 「 近道行動・ 省力行動が目
立つ」 が4 2 ％を占め、 次に「 ヒ ュ ーマン
エラ ーが目立つ」 が3 8 ％を占めた。

● 「 危険意識の低下」 で1 3 項目のう ち最
も 多かっ たのは「 不安全行動が目立つ」
が2 0 ％を 占め、 次に「 Ｋ Ｙ 活動の形骸
化」 「 朝礼、 災防協における マン ネリ
化」 が1 9 ％を 占めた。



安 全 施 工 サ イ ク ル 活 動 （ 日 々 の 励 行 ）

安全活動を日常の
なかに定着さ せて
いく こと が重要! !

作業前の計画確認や重機類の点検を
確実に行う こ と がポイ ント !

「 元方事業者によ る 建設現場の安全管理
指針」 リ ーフ レ ッ ト よ り 。

※元方事業者の安全管理の基本がま と め
ら れていま す。



安全衛生管理計画、 安全衛生方針の 策定と 発信

安全衛生方針（ 所長 が自ら 発信! ）

（ 例）

１ .基本方針
全員参加の安全衛生活動、
快適・ 安全な環境づく り

２ .目標値
全工期無事故・ 無災害

第三者災害ゼロ
３ .方策（ 実施事項）

墜落・ 転落防止措置の徹底
安全施工サイ ク ルの継続的実施
危険の「 見える 化」 促進
休憩室の充実、 洗身施設設置



新 規 入 場 者 教 育

ハ イ ン リ ッ ヒ の 法 則

 １ 件の死亡・ 重症災害が発生し た場合、 それと 同じ 原因で2 9 件の軽傷

災害が、 同じ 性質の無傷災害が3 0 0 件。 👉 3 0 0 件の無傷災害を減ら す

と 、 軽傷災害、 重症災害を 減ら すこ と が期待でき る 。 無傷災害＝３ ０ ０
ヒ ヤリ ・ ハッ ト

重大事故＝１

軽微な事故＝２ ９

作業マニュ アルを
眺めている だけでは

ダメ !

具体的に現場を見てま わり 、
危険源を 洗い出すこ と が

重要! !

現場写真の活用か、
イ ラ ス ト 化など によ り
危険箇所を書き 込む
など の工夫を ! !



そ の 他取組事項（ 見 え る 化 の 促 進 ）

※外国人労働者数、 労働災害件数は
年々増加傾向にあり ま す。

➡的確な安全衛生教育の実施
母国語での注意表示や絵表示など
によ る 「 見える 化」 の促進
（必要な日本語、基本的な合図等を
習得させる）

文化や言葉の違いを理解
し た現場の対策が必要

⇒見える 化の促進

[建設業労働災害防止協会: 統一安全標識]

※特に、 若年労働者及び外国人労働者に対し て有効です。

現地KY（ 危険予知） 活動も 有効（ 掲示）
作業を 行う 場所で危険ポイ ント を洗い出す

可能性・重大性を考慮して評価

マンネリ 化防止➡Ｒ Ａ 手法取り 入れ、 リ ーダーの輪番制、
作業方法・ 場所や天候の考慮等







集中的現場指導結果１ （ 令和４ 年６ 月）

違反あり , 

4 9 4 現場,

6 8 .5 %

違反なし , 

2 2 7 現場,

3 1 .5 %

法違反の状況

7 2 1 現場

こ のう ち、
作業停止等命令:
6 6 現場、 9 .2 ％

建築, 
646現
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解体, 
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その他, 

42現場, 6%
指導現場数

7 2 1 現場
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（ 58.1% ）
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（ 15.0% ）
15

（ 3.0% ）

17

（ 3.4% ）
12

（ 2.4% ）

違反事項別

う ち、 手すり ・ さ ん 等がなかった現場: 1 4 2 現場（ 4 9 .5 ％）



「死亡災害を絶対発生させない」

旨の決意表明を行っているか

行っている。

600現場、83.2%

行っていない。

121現場、16.8%

721現場

決意表明を行っている場合に現場全体
でどのように発信しているか（複数回答）

８割以上の建設現場で決意表明実施
決意表明の発信で上位を占めたのは、

「朝礼にて周知が」415現場(69.2%）

「労働災害防止協議会にて共有」277現場(46.2%）

集中的現場指導結果２ （ 令和４ 年６ 月）



安全衛生管理活動の活性化で、特に重要と考えていることは何
か（複数回答）

上位を占めたのは、「作業計画や手順書の作成・確認」が269現場(37.3%）、

次いで「作業開始前の打ち合わせとKY活動」が257現場(35.6%）であった。

集中的現場指導結果３ （ 令和４ 年６ 月）



安全衛生教育で、特に重要と考えていることは何か
（複数回答）

上位を占めたのは、「現場内の安全ルール周知」が424現場（58.8%）、

次いで「作業手順の遵守」が371現場(51.5%）であった。

集中的現場指導結果４ （ 令和４ 年６ 月）
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今後の東京労働局における 建設業への取組

ご清聴、 あり がと う ございま し た!

無災害での仕事の継続をお願いいたします。 ご安全に! !

・安全衛生管理活動の強化

安全衛生管理活動の活性化と下請事業者に対する的確な指導・支援等

・墜落・転落災害防止対策の徹底

現場巡視の励行、高所作業における墜落・転落防止を重点とした点検強化等

・安全衛生意識の向上等を目指した安全衛生教育実施の徹底

危険意識の低下や作業の慣れによる災害防止策として、リスクアセス

メント及びＫＹ活動の活性化、災害事例の共有や体験型安全衛生教育の実施等

重点指導事項


